
 

 

一般県道山辺船町線船町踏切拡幅工事に伴う全面通行止めのお知らせ 

 

 幅員が狭い船町踏切において、このたび、歩道設置に伴う踏切道の拡幅工事を行い

ます。工事期間中は、歩行者及び自転車も含めて、終日全面通行止めとなりますので、 

近接する『長崎踏切』及び『山辺踏切』などによるう回をお願いいたします。 

皆さんには、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

  

 １ 期  間：令和５年５月 15日～令和５年 12月 31日（予定） 

 ２ 場  所：山辺町大字山辺 地内 

(一)山辺船町線（船町踏切含む）※詳細は下図のとおり 

 ３ 規制内容：終日全面通行止め（自転車、歩行者含む）  

 ４ 問合せ先：村山総合支庁建設部道路課 TEL 621-8212 
 

  ●交通規制・迂回路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『堺の目踏切』※大型車通行不可 

 

『長崎踏切』 

 

『山辺踏切』 


